
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
〇

一
一
（
育
児
又
は
介

―

護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
並
び
に
意
向
確
認
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の

人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
〇

一
一

一
〇

―

―

人
事
院
規
則
一
〇

一
一
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限

―

並
び
に
意
向
確
認
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
〇

一
一
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
並
び

―

に
意
向
確
認
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
（
第
十
四
条

第
三
章

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
（
第
十
四
条
・

―

第
十
六
条
）

第
十
五
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
七
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
六
条
）

附
則

附
則

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

す
る
各
省
各
庁
の
長
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い

す
る
各
省
各
庁
の
長
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
子
（
規
則
一
五

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
子
（
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四

一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四

―

―

条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も

条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も



の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の

の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の

監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
第
十
四
条
第

監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
第
十
四
条
を

一
項
第
三
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同

除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
勤
務
時
間
法
第

じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
及
び
規

た
職
員
及
び
規
則
一
五

一
五
（
非
常
勤
職
員
の
勤
務

―

則
一
五

一
五
（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休

時
間
及
び
休
暇
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

―

暇
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
定
め

時
間
を
定
め
ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養

ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め

育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に

に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る

支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ

場
合
を
除
き
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤

該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
を
さ
せ
る

務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤

（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤

務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）

務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）

第
十
三
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第

第
十
三
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

第
五
号
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第

で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い

一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
次

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
次

に
掲
げ
る
子
（
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の
勤
務
時

に
掲
げ
る
子
（
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の
勤
務
時

―

―

間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ

間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下

に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下

「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い

「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い

う
。
）
を
含
む
。
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十

う
。
）
を
含
む
。
第
十
四
条
を
除
き
、
以
下
同



五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一

「
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護

項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い

者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該

う
。
）
」
と
、
「
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
当

子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」

該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、

と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号

第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
中

及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要

「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
第
五
条
第
一

介
護
者
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
第
一

項
第
二
号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
前
条
第
一
項

項
第
二
号
及
び
前
条
第
一
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又

第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
よ

は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員

り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ

の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当

る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親

該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」

族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
条
中
「
小
学
校
就
学

と
、
第
六
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配

の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で

偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お
い
て



あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
院
の
定
め

と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除

る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ

く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
九
条
及
び
第

り
、
第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

十
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の

達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と

あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者

者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
九

を
介
護
」
と
、
第
九
条
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の

条
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た

業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と

く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障

あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
、
第
十

が
あ
る
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
第
九
条
」
と

一
条
第
二
項
中
「
、
第
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
そ
れ

あ
る
の
は
「
、
そ
れ
ぞ
れ
第
九
条
に
規
定
す
る
支
障
の

ぞ
れ
第
九
条
に
規
定
す
る
支
障
の
有
無
」
と
、
同
条
第

有
無
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
条
又
は
前
条
の
」

三
項
中
「
第
九
条
又
は
前
条
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
条

と
あ
る
の
は
「
前
条
の
」
と
、
「
第
九
条
又
は
前
条



の
」
と
、
「
第
九
条
又
は
前
条
に
」
と
あ
る
の
は
「
同

に
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
に
」
と
、
前
条
第
二
項
中

条
に
」
と
、
前
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の

「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
又
は
第
二

は
「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

第
三
章

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等

第
三
章

職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
等
に

対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
十
四
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
一
九

〇
（
職
員

（
新
設
）

―

の
育
児
休
業
等
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
措
置
を
講
ず

る
に
当
た
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し

て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
も

の
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号

に
お
い
て
「
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い

う
。
）
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ

る
た
め
の
措
置

二

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申

出
（
以
下
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
申
出
職

員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

規
則
一
九

〇
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

―

る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す

る
申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の

出
生
の
日
以
後
に
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支



障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
申
出

職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し

て
、
人
事
院
が
定
め
る
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
も

の
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号

に
お
い
て
「
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い

う
。
）
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ

る
た
め
の
措
置

二

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
対
象



職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

三

対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況

又
は
育
児
に
関
す
る
対
象
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起

因
し
て
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事

情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向

を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の
取
扱
い
に

当
た
っ
て
は
、
当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職

員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）



第
十
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
が
配
偶
者
（
届
出

第
十
四
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
が
配
偶
者
（
届
出

を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父

母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
又
は
規
則
一
五

一
四
第
二

母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
又
は
規
則
一
五

一
四
第
二

―

―

十
三
条
第
一
項
で
定
め
る
者
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必

十
三
条
第
一
項
で
定
め
る
者
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必

要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、

要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、

人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
対
し

人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
対
し

て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
人

て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
人

事
院
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

事
院
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も

そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も

に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
当
該
職

に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出

員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
人
事
院

（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当



が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
人

事
院
が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
六
条
・
第
十
七
条

（
略
）

第
十
五
条
・
第
十
六
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

各
省
各
庁
の
長
（
規
則
一
〇

一
一
第
三
条
に
規
定
す
る
「
各
省
各
庁
の
長
」
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

―

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
〇

一
一
第
十

―

四
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
講

じ
ら
れ
た
措
置
は
、
施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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